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手㓄旅⾜契⣙の㒊

➨一❶ ⥲則

㸦㐺⏝⠊囲㸧

➨一条 当♫が旅⾜⪅との㛫で⥾⤖する手㓄旅⾜契⣙は、この⣙款の定めるところによります。この⣙款

に定めのない事㡯については、法令又は一⯡に☜❧された慣⩦によります。

㸰 当♫が法令に反せず、かつ、旅⾜⪅の不利にならない⠊囲で書㠃により≉⣙を⤖んだときは、前㡯の

つ定にかかわらず、その≉⣙が優先します。

㸦⏝ㄒの定⩏㸧

➨二条 この⣙款で「手㓄旅⾜契⣙」とは、当♫が旅⾜⪅の委クにより、旅⾜⪅のために代⌮、媒介又は

取次をすること➼により旅⾜⪅が㐠㏦・宿泊機㛵➼の提供する㐠㏦、宿泊その他の旅⾜に㛵するサービ

ス㸦以下「旅⾜サービス」といいます。㸧の提供を受けることができるように、手㓄することを引き受

ける契⣙をいいます。

㸰 この⣙款で「国内旅⾜」とは、本㑥内のみの旅⾜をいい、「ᾏ外旅⾜」とは、国内旅⾜以外の旅⾜を

いいます。

㸱 この⣙款で「旅⾜代㔠」とは、当♫が旅⾜サービスを手㓄するために、㐠㈤、宿泊料その他の㐠㏦・

宿泊機㛵➼に対して支払う㈝⏝及び当♫所定の旅⾜業務取扱料㔠㸦変更手⥆料㔠及び取ᾘ手⥆料㔠を㝖

きます。㸧をいいます。

㸲 この㒊で「㏻信契⣙」とは、当♫が提携するクレジットカード会♫㸦以下「提携会♫」といいま

す。㸧のカード会員との㛫で㟁ヰ、㒑便、ファクシミリ、インターネットその他の㏻信手段による⏦㎸

みを受けて⥾⤖する手㓄旅⾜契⣙であって、当♫が旅⾜⪅に対して有する手㓄旅⾜契⣙に基づく旅⾜代

㔠➼に係る債権又は債務を、当ヱ債権又は債務が履⾜されるべき日以㝆に別に定める提携会♫のカード

会員つ⣙に従って決῭することについて、旅⾜⪅があらかじめ承ㅙし、かつ旅⾜代㔠➼を➨十六条➨二

㡯又は➨五㡯に定める方法により支払うことを内容とする手㓄旅⾜契⣙をいいます。

㸳 この⣙款で「カード利⏝日」とは、旅⾜⪅又は当♫が手㓄旅⾜契⣙に基づく旅⾜代㔠➼の支払又は払

戻債務を履⾜すべき日をいいます。

㸦手㓄債務の⤊了㸧

➨三条 当♫が善Ⰻな⟶⌮⪅の注意をもって旅⾜サービスの手㓄をしたときは、手㓄旅⾜契⣙に基づく当

♫の債務の履⾜は⤊了します。したがって、‶員、休業、条件不㐺当➼の事⏤により、㐠㏦・宿泊機㛵

➼との㛫で旅⾜サービスの提供をする契⣙を⥾⤖できなかった場合であっても、当♫がその⩏務を果た

したときは、旅⾜⪅は、当♫に対し、当♫所定の旅⾜業務取扱料㔠㸦以下「取扱料㔠」といいます。㸧

を支払わなければなりません。㏻信契⣙を⥾⤖した場合においては、カード利⏝日は、当♫が㐠㏦・宿

泊機㛵➼との㛫で旅⾜サービスの提供をする契⣙を⥾⤖できなかった旨、旅⾜⪅に㏻▱した日とします。

㸦手㓄代⾜⪅㸧

➨四条 当♫は、手㓄旅⾜契⣙の履⾜に当たって、手㓄の全㒊又は一㒊を本㑥内又は本㑥外の他の旅⾜業

⪅、手㓄を業として⾜う⪅その他の⿵助⪅に代⾜させることがあります。

➨二❶ 契⣙の成❧

㸦契⣙の⏦㎸み㸧

➨五条 当♫と手㓄旅⾜契⣙を⥾⤖しようとする旅⾜⪅は、当♫所定の⏦㎸書に所定の事㡯をグ入の上、
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当♫が別に定める㔠㢠の⏦㎸㔠とともに、当♫に提出しなければなりません。

㸰 当♫と㏻信契⣙を⥾⤖しようとする旅⾜⪅は、前㡯のつ定にかかわらず、会員␒号及び依㢗しようと

する旅⾜サービスの内容を当♫に㏻▱しなければなりません。

㸱 ➨一㡯の⏦㎸㔠は、旅⾜代㔠、取ᾘ料その他の旅⾜⪅が当♫に支払うべき㔠㖹の一㒊として取り扱い

ます。

㸦契⣙⥾⤖の拒否㸧

➨六条 当♫は、次に掲げる場合において、手㓄旅⾜契⣙の⥾⤖に応じないことがあります。

一 ㏻信契⣙を⥾⤖しようとする場合であって、旅⾜⪅の有するクレジットカードが↓効である➼、旅

⾜⪅が旅⾜代㔠➼に係る債務の一㒊又は全㒊を提携会♫のカード会員つ⣙に従って決῭できないとき。

二 旅⾜⪅が、暴力団員、暴力団‽構成員、暴力団㛵係⪅、暴力団㛵係企業又は⥲会屋➼その他の反♫

会ⓗ勢力であるとㄆめられるとき。

三 旅⾜⪅が、当♫に対して暴力ⓗなせ求⾜Ⅽ、不当なせ求⾜Ⅽ、取引に㛵して⬣㏕ⓗなゝ動ⱝしくは

暴力を⏝いる⾜Ⅽ又はこれらに‽ずる⾜Ⅽを⾜ったとき。

四 旅⾜⪅が、㢼ㄝを流布し、偽ィを⏝いⱝしくは威力を⏝いて当♫の信⏝を毀損しⱝしくは当♫の業

務を妨害する⾜Ⅽ又はこれらに‽ずる⾜Ⅽを⾜ったとき。

五 その他当♫の業務上の㒔合があるとき。

㸦契⣙の成❧時期㸧

➨七条 手㓄旅⾜契⣙は、当♫が契⣙の⥾⤖を承ㅙし、➨五条➨一㡯の⏦㎸㔠を受⌮した時に成❧するも

のとします。

㸰 ㏻信契⣙は、前㡯のつ定にかかわらず、当♫が➨五条➨二㡯の⏦㎸みを承ㅙする旨の㏻▱が旅⾜⪅に

到㐩したときに成❧するものとします。

㸦契⣙成❧の≉則㸧

➨八条 当♫は、➨五条➨一㡯のつ定にかかわらず、書㠃による≉⣙をもって、⏦㎸㔠の支払いを受ける

ことなく、契⣙の⥾⤖の承ㅙのみにより手㓄旅⾜契⣙を成❧させることがあります。

㸰 前㡯の場合において、手㓄旅⾜契⣙の成❧時期は、前㡯の書㠃において明らかにします。

㸦乗㌴券及び宿泊券➼の≉則㸧

➨九条 当♫は、➨五条➨一㡯及び前条➨一㡯のつ定にかかわらず、㐠㏦サービス又は宿泊サービスの手

㓄のみを┠ⓗとする手㓄旅⾜契⣙であって旅⾜代㔠と引換えに当ヱ旅⾜サービスの提供を受ける権利を

⾲♧した書㠃を交付するものについては、口㢌による⏦㎸みを受け付けることがあります。

㸰 前㡯の場合において、手㓄旅⾜契⣙は、当♫が契⣙の⥾⤖を承ㅙした時に成❧するもとのします。

㸦契⣙書㠃㸧

➨十条 当♫は、手㓄旅⾜契⣙の成❧後㏿やかに、旅⾜⪅に、旅⾜日⛬、旅⾜サービスの内容、旅⾜代㔠

その他の旅⾜条件及び当♫の㈐任に㛵する事㡯をグ㍕した書㠃㸦以下「契⣙書㠃」といいます。㸧を交

付します。ただし、当♫が手㓄するすべての旅⾜サービスについて乗㌴券㢮、宿泊券その他の旅⾜サー

ビスの提供を受ける権利を⾲♧した書㠃を交付するときは、当ヱ契⣙書㠃を交付しないことがあります。

㸰 前㡯本文の契⣙書㠃を交付した場合において、当♫が手㓄旅⾜契⣙により手㓄する⩏務を㈇う旅⾜サ

ービスの⠊囲は、当ヱ契⣙書㠃にグ㍕するところによります。

㸦情報㏻信の技⾡を利⏝する方法㸧

➨十一条 当♫は、あらかじめ旅⾜⪅の承ㅙを得て、手㓄旅⾜契⣙を⥾⤖しようとするときに旅⾜⪅に交

付する旅⾜日⛬、旅⾜サービスの内容、旅⾜代㔠その他の旅⾜条件及び当♫の㈐任に㛵する事㡯をグ㍕

した書㠃又は契⣙書㠃の交付に代えて、情報㏻信の技⾡を利⏝する方法により当ヱ書㠃にグ㍕すべき事
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㡯㸦以下この条において「グ㍕事㡯」といいます。㸧を提供したときは、旅⾜⪅の使⏝する㏻信機器に

備えられたファイルにグ㍕事㡯がグ㘓されたことを☜ㄆします。

㸰 前㡯の場合において、旅⾜⪅の使⏝に係る㏻信機器にグ㍕事㡯をグ㘓するためのファイルが備えられ

ていないときは、当♫の使⏝する㏻信機器に備えられたファイル㸦専ら当ヱ旅⾜⪅の⏝に供するものに

㝈ります。㸧にグ㍕事㡯をグ㘓し、旅⾜⪅がグ㍕事㡯を㜀ぴしたことを☜ㄆします。

➨三❶ 契⣙の変更及びゎ㝖

㸦契⣙内容の変更㸧

➨十二条 旅⾜⪅は、当♫に対し、旅⾜日⛬、旅⾜サービスの内容その他の手㓄旅⾜契⣙の内容を変更す

るよう求めることができます。この場合において、当♫は、可⬟な㝈り旅⾜⪅の求めに応じます。

㸰 前㡯の旅⾜⪅の求めにより手㓄旅⾜契⣙の内容を変更する場合、旅⾜⪅は、既に完了した手㓄を取り

ᾘす㝿に㐠㏦・宿泊機㛵➼に支払うべき取ᾘ料、㐪⣙料その他の手㓄の変更にせする㈝⏝を㈇担するほ

か、当♫に対し、当♫所定の変更手⥆料㔠を支払わなければなりません。また、当ヱ手㓄旅⾜契⣙の内

容の変更によって⏕ずる旅⾜代㔠の増加又はῶ少は旅⾜⪅に帰属するものとします。

㸦旅⾜⪅による任意ゎ㝖㸧

➨十三条 旅⾜⪅は、いつでも手㓄旅⾜契⣙の全㒊又は一㒊をゎ㝖することができます。

㸰 前㡯のつ定に基づいて手㓄旅⾜契⣙がゎ㝖されたときは、旅⾜⪅は、既に旅⾜⪅が提供を受けた旅⾜

サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅⾜サービスに係る取ᾘ料、㐪⣙料その他の㐠

㏦・宿泊機㛵➼に対して既に支払い、又はこれから支払う㈝⏝を㈇担するほか、当♫に対し、当♫所定

の取ᾘ手⥆料㔠及び当♫が得るはずであった取扱料㔠を支払わなければなりません。

㸦旅⾜⪅の㈐に帰すべき事⏤によるゎ㝖㸧

➨十四条 当♫は、次に掲げる場合において、手㓄旅⾜契⣙をゎ㝖することがあります。

一 旅⾜⪅が所定の期日までに旅⾜代㔠を支払わないとき。

二 ㏻信契⣙を⥾⤖した場合であって、旅⾜⪅の有するクレジットカードが↓効になる➼、旅⾜⪅が旅

⾜代㔠➼に係る債務の一㒊又は全㒊を提携会♫のカード会員つ⣙に従って決῭できなくなったとき。

三 旅⾜⪅が➨六条➨二号から➨四号までのいずれかにヱ当することが判明したとき。

㸰 前㡯のつ定に基づいて手㓄旅⾜契⣙がゎ㝖されたときは、旅⾜⪅は、いまだ提供を受けていない旅⾜

サービスに係る取ᾘ料、㐪⣙料その他の㐠㏦・宿泊機㛵➼に対して既に支払い、又はこれから支払わな

ければならない㈝⏝を㈇担するほか、当♫に対し、当♫所定の取ᾘ手⥆料㔠及び当♫が得るはずであっ

た取扱料㔠を支払わなければなりません。

㸦当♫の㈐に帰すべき事⏤によるゎ㝖㸧

➨十五条 旅⾜⪅は、当♫の㈐に帰すべき事⏤により旅⾜サービスの手㓄が不可⬟になったときは、手㓄

旅⾜契⣙をゎ㝖することができます。

㸰 前㡯のつ定に基づいて手㓄旅⾜契⣙がゎ㝖されたときは、当♫は、旅⾜⪅が既にその提供を受けた旅

⾜サービスの対価として、㐠㏦・宿泊機㛵➼に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならな

い㈝⏝を㝖いて、既に収受した旅⾜代㔠を旅⾜⪅に払い戻します。

㸱 前㡯のつ定は、旅⾜⪅の当♫に対する損害㈺償のㄳ求を妨げるものではありません。

➨四❶ 旅⾜代㔠

㸦旅⾜代㔠㸧
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➨十六条 旅⾜⪅は、旅⾜㛤始前の当♫が定める期㛫までに、当♫に対し、旅⾜代㔠を支払わなければな

りません。

㸰 ㏻信契⣙を⥾⤖したときは、当♫は、提携会♫のカードにより所定の伝⚊への旅⾜⪅の⨫名なくして

旅⾜代㔠の支払いを受けます。この場合において、カード利⏝日は、当♫が☜定した旅⾜サービスの内

容を旅⾜⪅に㏻▱した日とします。

㸱 当♫は、旅⾜㛤始前において、㐠㏦・宿泊機㛵➼の㐠㈤・料㔠の改ゞ、Ⅽ替┦場の変動その他の事⏤

により旅⾜代㔠の変動を⏕じた場合は、当ヱ旅⾜代㔠を変更することがあります。

㸲 前㡯の場合において、旅⾜代㔠の増加又はῶ少は、旅⾜⪅に帰属するものとします。

㸳 当♫は、旅⾜⪅と㏻信契⣙を⥾⤖した場合であって、➨三❶又は➨四❶のつ定により旅⾜⪅が㈇担す

べき㈝⏝➼が⏕じたときは、当♫は、提携会♫のカードにより所定の伝⚊への旅⾜⪅の⨫名なくして当

ヱ㈝⏝➼の支払いを受けます。この場合において、カード利⏝日は旅⾜⪅が当♫に支払うべき㈝⏝➼の

㢠又は当♫が旅⾜⪅に払い戻すべき㢠を、当♫が旅⾜⪅に㏻▱した日とします。ただし、➨十四条➨一

㡯➨二号のつ定により当♫が手㓄旅⾜契⣙をゎ㝖した場合は、旅⾜⪅は、当♫の定める期日までに、当

♫の定める支払方法により、旅⾜⪅が当♫に支払うべき㈝⏝➼を支払わなければなりません。

㸦旅⾜代㔠の⢭⟬㸧

➨十七条 当♫は、当♫が旅⾜サービスを手㓄するために、㐠㏦・宿泊機㛵➼に対して支払った㈝⏝で旅

⾜⪅の㈇担に帰すべきもの及び取扱料㔠㸦以下「⢭⟬旅⾜代㔠」といいます。㸧と旅⾜代㔠として既に

収受した㔠㢠とが合⮴しない場合において、旅⾜⤊了後、次㡯及び➨三㡯に定めるところにより㏿やか

に旅⾜代㔠の⢭⟬をします。

㸰 ⢭⟬旅⾜代㔠が旅⾜代㔠として既に収受した㔠㢠を㉸えるときは、旅⾜⪅は、当♫に対し、その差㢠

を支払わなければなりません。

㸱 ⢭⟬旅⾜代㔠が旅⾜代㔠として既に収受した㔠㢠に‶たないときは、当♫は、旅⾜⪅にその差㢠を払

い戻します。

➨五❶ 団体・グループ手㓄

㸦団体・グループ手㓄㸧

➨十八条 当♫は、同じ⾜⛬を同時に旅⾜する」数の旅⾜⪅がその㈐任ある代⾲⪅㸦以下「契⣙㈐任⪅」

といいます。㸧を定めて⏦し㎸んだ手㓄旅⾜契⣙の⥾⤖については、本❶のつ定を㐺⏝します。

㸦契⣙㈐任⪅㸧

➨十九条 当♫は、≉⣙を⤖んだ場合を㝖き、契⣙㈐任⪅はその団体・グループを構成する旅⾜⪅㸦以下

「構成⪅」といいます。㸧の手㓄旅⾜契⣙の⥾⤖に㛵する一切の代⌮権を有しているものとみなし、当

ヱ団体・グループに係る旅⾜業務に㛵する取引及び➨二十二条➨一㡯の業務は、当ヱ契⣙㈐任⪅との㛫

で⾜います。

㸰 契⣙㈐任⪅は、当♫が定める日までに、構成⪅の名⡙を当♫に提出し、又は人数を当♫に㏻▱しなけ

ればなりません。

㸱 当♫は、契⣙㈐任⪅が構成⪅に対して⌧に㈇い、又は将来㈇うことが予 される債務又は⩏務につい

ては、何らの㈐任を㈇うものではありません。

㸲 当♫は、契⣙㈐任⪅が団体・グループに同⾜しない場合、旅⾜㛤始後においては、あらかじめ契⣙㈐

任⪅が㑅任した構成⪅を契⣙㈐任⪅とみなします。

㸦契⣙成❧の≉則㸧
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➨二十条 当♫は、契⣙㈐任⪅と手㓄旅⾜契⣙を⥾⤖する場合において、➨五条➨一㡯のつ定にかかわら

ず、⏦㎸㔠の支払いを受けることなく手㓄旅⾜契⣙の⥾⤖を承ㅙすることがあります。

㸰 前㡯のつ定に基づき⏦㎸㔠の支払いを受けることなく手㓄旅⾜契⣙を⥾⤖する場合には、当♫は、契

⣙㈐任⪅にその旨をグ㍕した書㠃を交付するものとし、手㓄旅⾜契⣙は、当♫が当ヱ書㠃を交付した時

に成❧するものとします。

㸦構成⪅の変更㸧

➨二十一条 当♫は、契⣙㈐任⪅から構成⪅の変更の⏦出があったときは、可⬟な㝈りこれに応じます。

㸰 前㡯の変更によって⏕じる旅⾜代㔠の増加又はῶ少及び当ヱ変更にせする㈝⏝は、構成⪅に帰属する

ものとします。

㸦ῧ乗サービス㸧

➨二十二条 当♫は、契⣙㈐任⪅からの求めにより、団体・グループにῧ乗員を同⾜させ、ῧ乗サービス

を提供することがあります。

㸰 ῧ乗員が⾜うῧ乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅⾜日⛬上、団体・グルー

プ⾜動を⾜うために必せな業務とします。

㸱 ῧ乗員がῧ乗サービスを提供する時㛫帯は、原則として、八時から二十時までとします。

㸲 当♫がῧ乗サービスを提供するときは、契⣙㈐任⪅は、当♫に対し、所定のῧ乗サービス料を支払わ

なければなりません。

➨六❶ ㈐任

㸦当♫の㈐任㸧

➨二十三条 当♫は、手㓄旅⾜契⣙の履⾜に当たって、当♫又は当♫が➨四条のつ定に基づいて手㓄を代

⾜させた⪅㸦以下「手㓄代⾜⪅」といいます。㸧が故意又は㐣失により旅⾜⪅に損害を与えたときは、

その損害を㈺償する㈐に任じます。ただし、損害Ⓨ⏕の⩣日から㉳⟬して二年以内に当♫に対して㏻▱

があったときに㝈ります。

㸰 旅⾜⪅が天⅏地変、戦乱、暴動、㐠㏦・宿泊機㛵➼の旅⾜サービス提供の中止、官公⨫の命令その他

の当♫又は当♫の手㓄代⾜⪅の㛵与し得ない事⏤により損害を⿕ったときは、当♫は、前㡯の場合を㝖

き、その損害を㈺償する㈐任を㈇うものではありません。

㸱 当♫は、手Ⲵ≀について⏕じた➨一㡯の損害については、同㡯のつ定にかかわらず、損害Ⓨ⏕の⩣日

から㉳⟬して、国内旅⾜にあっては十四日以内に、ᾏ外旅⾜にあっては二十一日以内に当♫に対して㏻

▱があったときに㝈り、旅⾜⪅一名につき十五万円を㝈度㸦当♫に故意又は㔜大な㐣失がある場合を㝖

きます。㸧として㈺償します。

㸦旅⾜⪅の㈐任㸧

➨二十四条 旅⾜⪅の故意又は㐣失により当♫が損害を⿕ったときは、当ヱ旅⾜⪅は、損害を㈺償しなけ

ればなりません。

㸰 旅⾜⪅は、手㓄旅⾜契⣙を⥾⤖するに㝿しては、当♫から提供された情報を活⏝し、旅⾜⪅の権利⩏

務その他の手㓄旅⾜契⣙の内容について⌮ゎするよう努めなければなりません。

㸱 旅⾜⪅は、旅⾜㛤始後において、契⣙書㠃にグ㍕された旅⾜サービスを円に受㡿するため、万が一

契⣙書㠃と␗なる旅⾜サービスが提供されたとㄆ㆑したときは、旅⾜地において㏿やかにその旨を当♫、

当♫の手㓄代⾜⪅又は当ヱ旅⾜サービス提供⪅に⏦し出なければなりません。
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➨七❶ 営業保ド㔠㸦旅⾜業協会の保ド♫員でない場合㸧

㸦営業保ド㔠㸧

➨二十五条 当♫と手㓄旅⾜契⣙を⥾⤖した旅⾜⪅又は構成⪅は、その取引によって⏕じた債権に㛵し、

当♫が旅⾜業法➨七条➨一㡯のつ定に基づいて供クしている営業保ド㔠から弁῭を受けることができま

す。

㸰 当♫が営業保ド㔠を供クしている供ク所の名⛠及び所在地は、次のとおりです。

一 名⛠

二 所在地

➨七❶ 弁῭業務保ド㔠㸦旅⾜業協会の保ド♫員である場合㸧

㸦弁῭業務保ド㔠㸧

➨二十五条 当♫は、一⯡♫団法人 旅⾜業協会㸦東京㒔 区 ⏫ 丁┠

␒ 号㸧の保ド♫員になっております。

㸰 当♫と手㓄旅⾜契⣙を⥾⤖した旅⾜⪅又は構成⪅は、その取引によって⏕じた債権に㛵し、前㡯の一

⯡♫団法人 旅⾜業協会が供クしている弁῭業務保ド㔠から 円に㐩するまで弁῭を受けるこ

とができます。

㸱 当♫は、旅⾜業法➨四十九条➨一㡯のつ定に基づき、一⯡♫団法人 旅⾜業協会に弁῭業務保ド

㔠分担㔠を⣡付しておりますので、同法➨七条➨一㡯に基づく営業保ド㔠は供クしておりません。


